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大津市議会会議条例の一部を改正する条例を公布する。

平成26年11月６日

大津市長  越    直  美

大津市条例第78号

大津市議会会議条例の一部を改正する条例

大津市議会会議条例（平成26年条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

（議場内における印刷物等の配布又は持込みの許

可）

第55条議場内において、議案書等の共通資料のほ

か、印刷物等を配布し、又はこれらを持ち込むと

きは、議長の許可を受けなければならない。

（議場内における印刷物等の配布又は持込みの許

可）

第55条議員は、議場内において、議案書等の共通

資料のほか、印刷物等を配布し、又はこれらを持

ち込むときは、議長の許可を受けなければならな

い。

（情報通信端末機器の使用）

第55条の２議員は、情報通信端末機器（議会が指

定するタブレット型端末及びパーソナルコンピュ

ータに限る。以下同じ。）を議場内に持ち込み会

議に活用することができる。ただし、前条の運用

を電子データにより行うときは、議長の許可を受

けなければならない。

２ 議員の情報通信端末機器の使用については、

第54条の規定を準用する。

３ 第１項本文及び前項の規定は、答弁者の情報通

信端末機器の使用について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大津市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。

平成26年11月６日

大津市長  越    直  美

大津市条例第79号

大津市議会委員会条例の一部を改正する条例

大津市議会委員会条例（平成26年条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条 例

市 章
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改正前 改正後

（議事妨害の禁止）

第45条委員会室等に入る者は、携帯品により会議

を妨げ、又は会議中は不必要な発言をし、騒ぎ、

その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

（議事妨害の禁止）

第45条委員会室等に入る者は、携帯品により会議

を妨げ、又は会議中は不必要な発言をし、騒ぎ、

その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

（新聞等の閲読禁止）

第45条の２何人も、会議中は、参考のためにする

もののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはな

らない。

（委員会室等における印刷物等の配布又は持込み

の許可）

第45条の３委員は、委員会室等において、議案書

等の共通資料のほか、印刷物等を配布し、又はこ

れらを持ち込むときは、委員長の許可を受けなけ

ればならない。

（情報通信端末機器の使用）

第45条の４委員は、情報通信端末機器（議会が指

定するタブレット型端末及びパーソナルコンピュ

ータに限る。以下同じ。）を委員会室等に持ち込

み会議に活用することができる。ただし、前条の

運用を電子データにより行うときは、委員長の許

可を受けなければならない。

２ 委員の情報通信端末機器の使用については、第

45条の２の規定を準用する。

３ 第１項本文及び前項の規定は、答弁者の情報通

信端末機器の使用について準用する。


